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ディレクトリー

（平成30年6月21日現在）

役員一覧

■　取締役 ■　副社長・専務・常務執行役員

執行役員
	 たか	はし	 なが	やす

高橋　 永泰
（東京支店長）

執行役員
	 やま	ぐち	 たく	ろう

山口　 卓郎
（総務部長）

執行役員
	 ま	 ぶね	 みのる

真船　 　実
（名古屋支店長）

執行役員
	 みや	 た	 まこと

宮田　 　誠
 

執行役員
くら	 ち	 むね	のり

倉知　 宗範
（監査部長）

執行役員
くろ	さわ	 しゅう	いち

黒澤　 秀一
（人事部長）

執行役員
かわ	さき	 ひで	 き

川﨑　 英樹
（営業部長）

執行役員
いま	にし	 たか	 お

今西　 隆夫
（大阪支店長）

執行役員
さ	 さ	 き	 	 わたる

佐々木　 渉
（ソリューション事業部長）

執行役員
は	 ね	 まさ	 と

羽根　 正人
（経営企画部長）

執行役員
いし	 お	 あつし

石尾　 　京
（システム部長）

執行役員
お	 がわ	 たけ	 お

小川　 健夫
（営業店サポート部長）

（注）		商工中金は執行役員制度を導入しております。

■　執行役員（注）		取締役髙巖、多胡秀人、
中村重治および渡瀬ひ
ろみは、会社法第2条第
15号に定める社外取締
役です。

代表取締役社長
兼社長執行役員
	 せき	 ね	 まさ	ひろ

関根　 正裕
業務執行全般、監査部、
コンプライアンス統括部担当

副社長執行役員
	 うめ	 だ	 こう	 し	 ろう

梅田 晃士郎
経営ソリューション本部、
秘書室、人事部担当

取締役
専務執行役員
	 か	 じ	 かつ	ひこ

鍜治　 克彦
経営企画部、経営戦略室、
IT戦略室、地域連携推進室担当

取締役
わた	 せ	 	 	

渡瀬 ひろみ

取締役
常務執行役員
	 かわ	 の	 	 いち	ろう

河野　 一郎
主計部、
統合リスク管理部担当

専務執行役員
	 ひ	 の	 よし	ふみ

日野　 賀文
ビジネス企画本部、市場業務部、
資産サポート部担当

常務執行役員
	 さ	 とう	 	 たか	ひさ

佐藤　 隆久
経営ソリューション本部
（副本部長）

常務執行役員
	 お	 の	 ぎ	 てつ	 や

小野木 哲也
ファイナンス本部

取締役
	 たか	 	 	 いわお

髙　　 　巖
常務執行役員
	 なか	たに	 	 	 はじむ

中谷　　 肇
総務部、広報部、
システム部、事務総合部担当

常務執行役員
	 し	 みず	 	 けん	 じ

清水　 謙之
管理部、資金証券部
危機対応業務部担当

取締役
なか	むら	 しげ	はる

中村　 重治
取締役
た	 ご	 ひで	 と

多胡　 秀人

デ
ィ
レ
ク
ト
リ
ー 

▼ 

役
員
一
覧

013_0284185693007.indd   168 2018/07/11   14:07:03



SHOKO CHUKIN BANK ●  169

Directory

（平成30年6月21日現在）

■　監査役

監査役
かね	 こ 	 ひろ	 こ

金子　 裕子
常勤監査役
まき	 の ひで	ゆき

牧野　 秀行
常勤監査役
おか	 だ ふ	 じ お

岡田 不二郎
監査役
てら	わき かず	みね

寺𦚰　 一峰
（注）	1.		監査役岡田不二郎、寺𦚰一峰および金子裕子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
	 2.		商工中金は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名選任しております。

昭和	11年	 6月 商工組合中央金庫法の施行
昭和	11年	11月 創立総会開催、初代理事長に結城豊太郎（日本興業銀行総裁）就任
昭和	11年	12月 設立登記完了、業務開始、本所（東京市麹町区丸の内）および札幌ほか6支所開設
昭和	12年	 3月 第1回利付商工債券発行
昭和	15年	 7月 第1回割引商工債券発行
昭和	27年	 8月 全都道府県に店舗設置完了
昭和	37年	12月 東京都中央区八重洲に新本店竣工
昭和	48年	 5月 外貨貸付の取扱開始
昭和	60年	 6月 商工組合中央金庫法の改正（50年の存立期間を廃し恒久化）
昭和	60年	 8月 ニューヨーク駐在員事務所を開設
昭和	63年	 2月 商工中金全国ユース会発足
平成	 2年	11月 香港駐在員事務所を開設
平成	 7年	 1月 阪神・淡路大震災対策本部を設置
平成	15年	 9月 割引債等本券の販売を終了
平成	17年	 3月 上海駐在員事務所を開設
平成	18年	 2月 新型定期預金（現「マイハーベスト」）の取扱開始
平成	18年	 6月 行政改革推進法の施行（平成20年10月から起算しておおむね5年から7年後を目途

として完全民営化されることが決定）
平成	19年	 2月 個人年金保険の取扱開始（一部店舗）
平成	19年	 4月 遺言信託・遺産整理業務の取扱開始（一部店舗）
平成	19年	 5月 平成20年10月の新体制移行後の商工中金の位置付けや業務範囲等を定める株式会

社商工組合中央金庫法が成立
平成	20年	 5月 投資信託の取扱開始（一部店舗）
平成	20年	10月 株式会社商工組合中央金庫法の施行（協同組織から株式会社化）
平成	20年	10月 八重洲商工株式会社、株式会社商工中金情報システム、商工サービス株式会社、八

重洲興産株式会社、株式会社日本商工経済研究所（現	株式会社商工中金経済研究
所）、日本商工リース株式会社（現	商工中金リース株式会社）、商中カード株式会社
（現 商工中金カード株式会社）を連結子会社とする

平成	20年	10月 法定指定金融機関として危機対応業務を開始
平成	21年	 6月 株式会社商工組合中央金庫法の改正（政府の追加出資規定が新設、完全民営化期限

の起算点が3年半延期）

商工中金のあゆみ
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